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 ローン控除、住宅資⾦贈与ともに縮小へ 
2022 年度税制改正 
今月は 2021 年 12 月 10 日に発表さ
れた 2022 年度税制改正⼤綱の内容
について解説します。 

今年の改正は特に不動産税務に関して
言えば抜本的な改正がいくつかありまし
た。世間的にも注目されていた住宅ロー
ン控除と住宅資⾦贈与の改正です。詳
細な内容は後日解説しますが、ともに控
除額や非課税枠が縮小されました。近
年は特に消費税の増税による負担軽減
措置で⼤幅に拡充されていたのは事実
ですから、消費税の増税もひと段落し拡
充措置が終わっただけ、という⾒⽅もでき
るかもしれません。近年コロナの影響で売
れまくり値上がりしている住宅業界の状
況も影響しているかもしれません。 

なお、一つだけ緊急に対応しなければな
らない点として、住宅資⾦贈与の特例に
ついて現状の制度を使える方は必ず年
内までに贈与をしなければなりません。来
年1月などに贈与をしてしまうと来年の
縮小された税制が適用されます。 

暦年課税の改正はなし 
ローン控除についてはコロナ特例との
関係は触れられていませんので確実で
はありませんが、触れられていないとい
うことはおそらくコロナ特例はそのまま、
ということなのでしょうから、契約を 11
月（注⽂住宅の場合は 9月）まで
に⾏ったコロナ特例が適用される方に
ついては 2022年居住だったとして
も 13年間 1％が適用されるはずで
す。 

なお、某週刊誌などでさも改正確実の
ように謳われ雑誌の売り上げにも貢献
していたであろう贈与税の暦年課税
（110 万の非課税枠など）の改正
は結局⾏われませんでした。こういうこ
とは毎年ありますので皆様騙されない
ようにしてくださいね(笑)。税制改正と
いうのはふたを開けてみなければ分かり
ませんが、彼らは雑誌が売れさえすれ
ばいいのです。ただし、⾦融課税の⾒
直しとともに検討事項には記載があり
残念ながらいずれ改正はあるかもしれ
ません… 

今月のコメント 
早いもので本年最後のニュースレターとなり
ました。今年はやっとコロナが落ち着いてき
て若⼲ですが忘年会も復活しました。そう
いえばオリンピックもありましたが残念ながら
ほぼ記憶にありません(笑) 

皆様本年も⼤変お世話になりました。 

年末年始休暇は 12 月 29 日(水)から 
1 月 4 日(火)まで頂く予定です。事務所
自体も同様に 28 日まで営業しておりま
す。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろ
しくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 

税理⼠ 岡本勲 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-
10-15 エキスパートオフィス渋谷 9 階 

 Email︓okamoto@toeitax.co.jp 

 


